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淵野辺駅南口周辺まちづくり事業（鹿沼公園・複合施設整備運営） 

サービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法の考え方 

（参考資料） 

本資料は、淵野辺駅南口周辺まちづくり事業（鹿沼公園・複合施設整備運営）において事業者に支払うサー

ビス対価の算定に係る考え方を示す参考資料です。 

入札に当たっては、入札説明書とともに公表する「サービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法」を十

分に確認して下さい。 

 

本事業におけるサービス対価の構成は、以下のとおりとする。 

 

１．施設整備に係るサービス対価 

・施設整備に係るサービス対価は、以下の３つに区分する。 

・区分１に関する費用のうち補助金及び起債で資金調達できる範囲を一時支払分として支払

い、残額を割賦元本として割賦で支払う。 

・区分２及び区分３は、対象額を施設の引渡しごとに支払う。 

  ＜区分１：複合施設、臨時駐車場の施設整備に関する費用、鹿沼公園の設計業務費等＞ 

    複合施設、鹿沼公園、臨時駐車場の設計業務費 

    複合施設の建設業務費・工事監理業務費 

    臨時駐車場の建設業務費・工事管理業務費 

    SPC の設立・運営、資金調達等に関する費用 

    複合施設引渡しまでの統括管理業務費 

  ＜区分２：鹿沼公園北側エリアの施設整備に関する費用＞ 

    現図書館の解体に係る建設業務費（解体設計・解体工事）・工事監理業務費 

    鹿沼公園北側エリアの建設業務費・工事監理業務費 

    工事着工後に実施する設計業務に区分される業務等の費用 

  ＜区分３：鹿沼公園南側エリアの施設整備に関する費用＞ 

    鹿沼公園南側エリアの建設業務費・工事監理業務費 

    工事着工後に実施する設計業務に区分される業務等の費用 

 

２．開業準備に係るサービス対価 

複合施設開業まで、鹿沼公園北側エリア開園まで、鹿沼公園全面開園までの３つに区分して

支払う。それぞれ業務完了後に支払う。 

 

３．維持管理・運営に係るサービス対価 

複合施設、鹿沼公園北側エリア、鹿沼公園南側エリア（全面開園後）、鹿沼公園南側エリア

（部分開園期間中）の４つに区分して支払う。 

支払は、年 4回に分け、毎回同額を支払う（光熱水費を除く）。  
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各サービス対価の支払い時期のイメージは、下図の通り予定している。 

 

 

図 サービス対価と支払時期のイメージ 

 

 

なお、現在、市が予定するサービス対価の算定方法、支払い方法、改定方法の概要について

は、次頁に示す通りである。 
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※割賦対象費用の交付金・起債相当分を実施設計及び工事完成後に支払

※図書館解体撤去完了後及び引渡し後に支払

※提案に基づく部分引渡し及び最終引渡し後に支払

割賦元本分

割賦金利分
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表 サービス対価の算定方法、支払方法、改定方法の概要 （１） 

区分 支払方法 対象 支払時期 支払方法 改定対象 改定方法 指標とする物価指数等（案）

※協議によリ変更可 

備考等 

施設整備

に関する

対価 

サービス

対価 A 

A-1 一括支払 ・設計業務費（一時支払分※） 

・複合施設の建設業務費・工事

監理業務費（一時支払分※） 

 

※ 国庫補助金及び地方債によ

る調達相当額 

 

・実施設計完了

後 

・複合施設引渡

し後 

※複合施設につ

いては部分払

可 

・一時支払分として、

実施設計完了時、複

合施設引渡し時に支

払う。 

 

・対価のう

ち、施工に

必要となる

経費、什器

備品の調達

費、工事監

理費（着工

前のスライ

ドのみ） 

【着工前】 

・入札公告日の属する月

の指標値を基準に着工

日の属する月の指数値

の増減（±1.5%）を判

断して改定 

【着工後】 

・相模原市工事請負契約

書に定めるスライド条

項に基づいて改定 

【着工前】 

・建築：建築費指数 

・公園：土木費指数 

・解体：公共工事設計労務単

価 

・工事監理：設計業務委託等

技術者単価 

 

【着工後】 

・市の運用マニュアルに従う 

・改定によ

る増減分

（一時支

払に関す

るもの）

は、サー

ビス対価

A-4 に反映

して支払

う 

A-2 一括支払 ・現図書館の建設業務費（解体

設計・解体工事）・工事監理費 

・鹿沼公園北側エリアの建設業

務費・工事監理業務費 

・鹿沼公園着工後に発生する鹿

沼公園北側エリアの設計業務

に区分される業務の費用 

・現図書館の解

体撤去完了後 

・鹿沼公園北側

エリア引渡し

後 

 

・解体撤去終了時、引

渡し時の２回に分け

て事業者が提案する

額を支払う 

A-3 一括支払 ・鹿沼公園南側エリアの建設業

務費・工事監理業務費 

・鹿沼公園着工後に発生する鹿

沼公園南側エリアの設計業務

に区分される業務の費用 

・鹿沼公園南側

エリア引渡し

後（部分引渡

しの都度） 

 

※部分払可 

・部分引渡しの都度、

事業者が提案する額

を支払う 

A-4 割賦支払 

（元本） 

・設計業務費（割賦支払分） 

・複合施設の建設業務費・工事

監理業務費（割賦支払分） 

・臨時駐車場の建設業務費・工

事監理業務費 

・複合施設引渡しまでの SPC 関

連経費・統括管理業務費等 

 

※ 割賦支払の元本部分 

・複合施設引渡

し後 

・年 4 回 

・年 4 回の割賦で支払

う（全 60 回） 

・割賦元本に対する消

費税は初回支払い時

に支払う 

A-5 割賦支払 

（金利） 

・対価 A-4 に対する金利分 ・複合施設引渡

し後 

・年 4 回 

・年 4 回の割賦で支払

う（全 60 回） 

・入札時の基準金利は

2.5％として算定 

・対価全体 ・複合施設の引渡し日の 2

営業日前の午前10時30

分に公表される、LSEG

（登録商標）の東京スワ

ップレファレンスレー

ト（TONA 参照）として

JPTSRTOA=RFTB に掲示

されている TONA ベース

15 年もの（円／円）金利

スワップレートにて支

払額を改定 

  

開業準備

に関する

対価 

サービス

対価 B 

B-1 一括支払 ・複合施設開業までの開業準備

業務費 

・複合施設の引渡しから開業ま

での維持管理の費用、光熱水

費 

・複合施設の引渡しから開業ま

での SPC 関連経費・統括管理

業務費等 

・複合施設の開

業後（関連業

務終了後） 

・事業者が提案する額

を全額支払う 

・光熱水費は実費にて

支払う 

・対価全体 ・入札公告日の属する月

の指標値を基準に業務

着手日の属する月の指

数値の増減（±3.0%）

を判断して改定 

 

・光熱水費以外：毎月勤労統

計調査・賃金指数 

・光熱水費：相模原市におけ

る水道、下水道、電気、ガ

スの単価 

 

B-2 一括支払 ・鹿沼公園北側エリア開園まで

の開業準備業務費 

・鹿沼公園北側エリアの引渡し

から開園までの維持管理の費

用、光熱水費 

・鹿沼公園北側

エリアの開園

後（関連業務

終了後） 

 

B-3 一括支払 ・鹿沼公園全面開園までの開業

準備業務費 

・鹿沼公園の全

面開園後（関

連業務終了

後） 
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表 サービス対価の算定方法、支払方法、改定方法の概要 （２） 

区分 支払方法 対象 支払時期 支払方法 改定対象 改定方法 指標とする物価指数等（案）

※協議によリ変更可 

備考等 

維持管理

に関する

対価 

サービス

対価 C 

C-1 四半期 

支払 

・複合施設の維持管理業務

費、修繕・更新業務費、光

熱水費 

・複合施設の

開業後 

・年 4 回 

（全 60 回） 

・事業者が提案する額を支

払う（各回同額） 

・光熱水費は、複合施設の

開業から 5 年間は実費に

て支払い（ただし上限

有）、その後固定とする

（直営範囲は、事業期間

終了まで実費支払） 

・対価全体 ・前回改定時の指標値と

改定確認時の指標値

（毎年度 9 月の時点で

の過去 1 年間の平均

値）を比較し、一定の

増減（±3％）があった

場合に改定 

・維持管理（建築）：建築保

全業務労務単価 

・維持管理（公園）：公共工

事設計労務単価 

・修繕（建築）：建築費指数 

・修繕（公園）土木工事費指

数 

・光熱水費：相模原市におけ

る水道、下水道、電気、ガ

スの単価 

 

C-2 四半期 

支払 

・鹿沼公園北側エリアの維持

管理業務費、修繕・更新業

務費、光熱水費 

・鹿沼公園北

側エリアの

開園後 

・年 4 回 

（全 54 回） 

・事業者が提案する額を支

払う（各回同額） 

・光熱水費は、複合施設の

開業から 5 年間は実費に

て支払い（ただし上限

有）、その後固定とする 

 

C-3 四半期 

支払 

・鹿沼公園全面開園後の鹿沼

公園南側エリアの維持管理

業務費、修繕・更新業務

費、光熱水費 

・鹿沼公園全

面開園後 

・年 4 回 

（全 48 回） 

・事業者が提案する額を支

払う（各回同額） 

・光熱水費は、複合施設の

開業から 5 年間は実費

（上限有）にて支払い、

その後固定とする。 

 

C-4 四半期 

支払 

・鹿沼公園部分開園期間中の

鹿沼公園南側エリアの維持

管理業務費、光熱水費 

・令和 11 年 4

月 1 日から

鹿沼公園全

面開園まで

の期間 

・年 4 回 

（全 20 回） 

・事業者が提案する額を支

払う（各回同額） 

・光熱水費は実費（上限

有）にて支払う 

 

運営に関

する対価 

サービス

対価 D 

D-1 四半期 

支払 

・複合施設の運営業務費 

・複合施設開業後の SPC 関連

経費・統括管理業務費等 

・複合施設の

開業後 

・年 4 回 

（全 60 回） 

・事業者が提案する額（貸

室の利用料金収入見込額

を控除した額）を支払う

（各回同額） 

・対価全体 ・前回改定時の指標値と

改定確認時の指標値

（毎年度 9 月の時点で

の物価指数等の過去 1

年間の平均値）を比較

し、一定の増減（±

3％）があった場合に改

定 

・毎月勤労統計調査・賃金指

数 

 

D-2 四半期 

支払 

・鹿沼公園北側エリアの運営

業務費 

・鹿沼公園北

側エリアの

開園後 

・年 4 回 

（全 54 回） 

・事業者が提案する額を支

払う（各回同額） 

 

D-3 四半期 

支払 

・鹿沼公園全面開園後の鹿沼

公園南側エリアの運営業務

費 

・鹿沼公園全

面開園後 

・年 4 回 

（全 48 回） 

・事業者が提案する額（テ

ニスコートの使用料収入

見込額を控除した額）を

支払う（各回同額） 

・市はテニスコート使用料

相当分（キャンセルに伴

い市が徴収する使用料を

除く徴収額）を、別途支

払う 

 

D-4 四半期 

支払 

・鹿沼公園部分開園期間中の

鹿沼公園南側エリアの運営

業務費 

・令和 11 年 4

月 1 日から

鹿沼公園全

面開園まで

の期間 

・年 4 回 

（全 20 回） 

・事業者が提案する額を支

払う（各回同額） 

 

 

 


